
守谷市公式Facebook（シティプロモーション用）https://www.facebook.com/moriya.citypro

ふ
る
さ
都
市
も
り
や
朝
市

　

地
元
の
野
菜
や
特
産
品
を
販

売
し
ま
す
。
家
族
や
友
達
と
一

緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

２
月
１
日
㈰
午
前
10

時
～
午
後
２
時
▼
会
場　

守
谷

駅
西
口
駅
前
広
場
※
小
雨
決
行

▼
問
合
先　

守
谷
す
た
い
る　

亀
田　

☎
45
・
０
０
４
６

市
役
所
経
済
課�

商
工
・
観
光

Ｇ　

内
線
２
６
２

道
路
工
事

　

交
通
規
制
等
で
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
工
事
名　

平
成
26
年
度
ま
ち

交
道
路
修
繕
第
２
号
工
事
▽
場

所　

御
所
ケ
丘
地
内
▽
時
間���

午
前
９
時
～
午
後
５
時
／
午
後

９
時
～
午
前
５
時
▽
工
期　

３

月
25
日
㈬
ま
で
▽
請
負
者　

オ

オ
シ
ン
㈱

▽
工
事
名　

平
成
26
年
度
道
路

改
良
第
５
号
工
事
▽
場
所　

松

並
地
内
▽
時
間　

午
前
９
時
～

午
後
５
時
▽
工
期　

３
月
25
日

㈬
ま
で
▽
請
負
者　

㈲
中
村
建

設▽
工
事
名　

平
成
26
年
度
道
路

改
良
第
７
号
工
事
▽
場
所　

御

所
ケ
丘
地
内
▽
時
間　

午
前
９

時
～
午
後
５
時
▽
工
期　

２
月

27
日
㈮
ま
で
▽
請
負
者��

㈲
協

伸
機
工

▼
問
合
先　

市
役
所
建
設
課���

道
路
建
設
Ｇ　

内
線
２
５
５
～

２
５
７

上
水
道
工
事

　

水
道
管
の
耐
震
化
工
事
を
順

次
行
っ
て
い
ま
す
。
交
通
規
制

等
で
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
工
事
名　

①
Ｈ
26
上
水
布
設

替
第
３
号
工
事
②
Ｈ
26
上
水
布
設

替
第
４
号
工
事
▽
工
事
場
所　

松

並
地
内
▽
請
負
者　

①
㈲
須
賀

緑
化
土
木
②
㈲
斉
藤
設
備
工
業

▽
工
事
名　

①
Ｈ
26
上
水
布
設

替
第
６
号
工
事
②
Ｈ
26
上
水
布

設
替
第
７
号
工
事
▽
工
事
場
所

百
合
ケ
丘
地
内
▽
請
負
者　

①

㈲
浅
井
設
備
工
業
②
㈱
守
谷
商
会

▼
工
事
期
限　

３
月
27
日
㈮
予

定
▼
問
合
先　

上
下
水
道
事
務

所�

事
業
Ｇ　

☎
48
・
１
８
４
２

平
成
26
年
度

甲
種
防
火
管
理
再
講
習
会

▼
日
時　

３
月
６
日
㈮
午
前
８

時
30
分
～
11
時
30
分
▼
会
場���

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
茨
城
（
常

総
市
水
海
道
高
野
町
５
９
１
）

▼
対
象　

劇
場
、
飲
食
店
、
店

舗
、
ホ
テ
ル
、
病
院
な
ど
、
不

特
定
多
数
の
人
が
出
入
り
す
る

建
物
（
特
定
防
火
対
象
物
）
の

う
ち
、
収
容
人
員
が
３
０
０
人

以
上
で
甲
種
防
火
対
象
物
の
防

火
管
理
者
（
甲
種
防
火
管
理

講
習
を
修
了
し
た
方
）
▼
費

用���

１
５
０
０
円
（
常
総
地
方

防
火
協
会
加
入
事
業
所
勤
務
者

は
１
３
０
０
円
）
▼
定
員　

先

着
30
人
▼
申
込
方
法　
「
受
講

申
請
書
」（
常
総
地
方
広
域
市

町
村
圏
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
管
内
各
消
防
署
所
で

取
得
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

常
総
広
域
消
防
本
部
予
防
課
へ

申
し
込
む
▼
申
込
期
間　

２
月

10
日
㈫
～
20
日
㈮
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
申
込
・
問
合
先　

常
総
広
域

消
防
本
部
予
防
課　

☎
23
・
０

９
０
４　

http://w
w
w
.

jyouso-koiki.or.jp/

相続登記は
　　お済みですか月間

▼期間
　２月中の１か月間
※土・日曜日、祝日を除く

▼内容
　相続登記に関する相談

▼受付・会場
　県内の各司法書士事務所

▼申込方法
　各司法事務所に直接申し込む
※要事前予約・相談無料

▼問合先
　茨城司法書士会　☎029－225－0111
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